
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に

基づく第一種使用規程の承認申請案件に対する意見募集の実施結果について

（平成２８年２月９日～３月９日（イネ１件、トウモロコシ１件及びワタ２件））

１．意見・情報募集の対象となった第一種使用規程の承認申請案件

遺伝子組換え生物等の種類の名称 第一種使用等の内容

スギ花粉ポリペプチド含有イネ (GluA2-F1, GluB1-F2, 隔離ほ場における栽培、保管、

GluC-F3, SH-Cry j 2, 改変 ALS, Oryza sativa L.) (OsCr11) 運搬及び廃棄並びにこれらに付

随する行為

チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤アリルオキシアルカノ 食用又は飼料用に供するための

エート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモ 使用、栽培、加工、保管、運搬

ロコシ (cry1A.105, 改変 cry2Ab2, 改変 cry1F, 改変 vip3A, 及び廃棄並びにこれらに付随す
pat, 改変 cp4 epsps, 改変 aad-1, Zea mays subsp. mays (L.) る行為

Iltis) (MON89034 × B.t. Cry1F maize line 1507 ×
NK603 × MIR162 × DAS40278, OECD UI :

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 ×
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9) 並びに当該トウモロコ

シの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程

の承認を受けたものを除く。)

チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤ジカンバ、グルホシネ 食用又は飼料用に供するための

ート及びグリホサート耐性ワタ (改変 vip3A, 改変 使用、加工、保管、運搬及び廃

cry1Ac, 改変 cry2Ab2, 改変 dmo, bar, 改変 cp4 epsps, 棄並びにこれらに付随する行為

Gossypium hirsutum L.) ( COT102 × 15985 ×

MON88701 × MON88913, OECD UI: SYN-IR1Ø2-7 ×

MON-15985-7 × MON-887Ø1-3 × MON-88913-8) 並び
に当該ワタの分離系統に包含される組合せ (既に第一種

使用規程の承認を受けたものを除く。)

チョウ目害虫抵抗性並びに除草剤アリルオキシアルカノ 食用又は飼料用に供するための

エート系及びグルホシネート耐性ワタ (改変 cry1F, 改 使用、加工、保管、運搬及び廃

変 cry1Ac, 改変 vip3A, pat, 改変 aad-12, Gossypium 棄並びにこれらに付随する行為

hirsutum L.) ((281 × 3006) × COT102 × DAS1910,

OECD UI: (DAS-24236-5 × DAS21Ø23-5) ×
SYN-IR1Ø2-7 × DAS-8191Ø-7) 並びに当該ワタの分離

系統に包含される組合せ



２．意見募集方法の概要

(1) 意見募集の周知方法

・関係資料を環境省、農林水産省ホームページに掲載

・記者発表

・資料の配付

(2) 意見提出期間

平成２８年２月９日（火）から３月９日（水）まで

(3) 意見提出方法

電子メール、郵送又はファクシミリ

(4) 意見提出先

環境省自然環境局野生生物課又は農林水産省消費・安全局農産安全管理課

３．意見募集の結果（関係省に提出された意見の合計）

意見提出数 ６８件

４．意見の概要と対応方針について

別紙のとおり



（別紙）

遺伝子組換えカイコの第一種使用等に関する審査結果に対して寄せられた御意見の概要及びそれに対する考え方

御意見の概要 御意見に対する考え方

審査結果には反対です。調査に 遺伝子組換え技術は、人類が抱える様々な課題を解決する有効な手段の一つとしての期待がある
かけている時間が短く、環境に対 一方、御指摘のように、当該技術を利用して生み出される生物を、食品・飼料等として利用するこ
する影響を判断しかねます。遺伝 とにより、安全性や環境に悪影響を及ぼす可能性について、懸念が持たれています。
子組換え作物には未知の部分があ このため、我が国で遺伝子組換え農作物を使用等するに当たっては、あらかじめ、食品及び飼料
り危険です。誰がどのような補償 としての安全性、生物多様性への影響について、科学的な審査を行った上で、使用等の可否を判断
を行うかの整備も整っていませ しています。その際、食品としての安全性に関しては食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）及
ん。予防原則に立った監督が必要 び食品衛生法（昭和 22 年法律第 233 号）に基づき、飼料としての安全性に関しては、食品安全基
です。「想定外」のことは必ず起 本法及び飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年法律第 35 号）に基づき、そ
こります。遺伝子組換え作物が与 して、生物多様性の確保については、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確
える自然界への影響は計り知れな 保に関する法律（平成 15 年法律第 97 号。以下「カルタヘナ法」といいます。）に基づき、申請ご
いです。一般栽培も可能にすれば、 とに審査を行っています。
絶対交配しないなどあり得ませ 遺伝子組換え農作物により、生物多様性に影響が生ずるか否かについては、１）雑草化して他の
ん。種を落としても、機械に付着 野生植物に影響を与えないか（競合における優位性）、２）野生動植物に対して有害な物質を生産
しても花粉が飛散しても交配して しないか（有害物質の産生性）、３）在来の野生植物と交雑して遺伝子が広がらないか（交雑性）
しまいます。スギ花粉ポリペプチ 等の観点から、最新の科学的知見に基づき、審査しています。審査は、農林水産省及び環境省が以
ド含有イネの「隔離ほ場」での栽 下の手順で行っています。
培は、近隣に一般田畑があり、鳥 ① 申請者に、最新の科学データ、緊急時の措置を定めた計画（緊急措置計画書）等を申請書と
や昆虫も侵入し、強風による花粉 ともに提出するよう要求
飛散が懸念されます。遺伝子操作 ② 提出データ等の妥当性等を確認
という、生態系にどのような影響 ③ 学識経験者の意見を聴取
を与えるかわからないものを使用 ④ 必要に応じて、申請者に対し、追加データ、試験等を要求
することに反対します。 ⑤ 承認の可否を判断

この結果、生物多様性に対し影響を生じさせるおそれがないと認められたもののみを承認してお
り、平成 28 年２月末現在で、154 件の遺伝子組換え農作物の第一種使用規程（環境中への拡散を
防止しないで行う開放系での使用内容等を定めたもの）の承認を行っています。
また、申請後も、万が一の場合には、例えば、以下により対応することとしています。
① 申請者が、あらかじめ承認申請時に作成していた緊急措置計画書に従い、生物多様性影響を
効果的に防止するための措置を講ずること。
② 主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等をしている者等に対し、当該第一種使用等



を中止することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができること。

なお、農林水産省及び環境省では、遺伝子組換え農作物のこぼれ落ち等に係るモニタリング調査
を実施しているところですが、平成 18 年度の調査開始以降、交雑種の生育範囲の拡大は確認され
ていません。

現行のカルタヘナ国内法では、 農作物は、人が野生植物から改良を重ねて作り出した植物であり、人が作り出す環境に適応した
生物多様性影響評価の対象は、「野 植物です。このため、野生動植物とは異なり、農作物は生物多様性影響評価の対象とはなり得ない
生動植物」に限られていますが、 ものと考えます。遺伝子組換え農作物に限らず、別の農作物との交雑は、一般的に、生物多様性に
評価の対象には、交雑を防ぐ対象 影響を及ぼす問題ではなく、農作物の品質管理の問題であり、生産・流通段階における交雑・混入
として、農作物・外来種など、我 防止のための取組が重要と考えています。
が国に生息するすべての種を入れ また、外来種は、そもそも我が国固有の生態系を構成する動植物ではないことから、遺伝子組換
るべきと考えます。 え農作物が外来種と交雑した場合の外来種に対する影響については、評価の対象とはしていません。

ただし、遺伝子組換え農作物と外来種が交雑し、その外来種に依拠する我が国固有の昆虫等に影響
する可能性や、外来種が優位な形質を獲得することで、我が国固有の野生種と競合する可能性があ
る場合については、そのような生物多様性影響についても評価しています。

審査報告書では、「・・・可能 生物多様性影響評価は、多数の評価項目について、それぞれ統計学的検定の結果だけでなく、導
性が低いと考えられた。」「・・ 入遺伝子間の相互作用等、これまでに得られている科学的知見も含めて総合的に評価をした上で、
・ないと考えられる。」「・・・ 生物多様性への影響の有無を判断しています。御指摘の「考えられた」等の表現については、こう
考えにくい。」「・・・考え難い。」 した個々のデータ等や科学的知見に基づく総合的な評価の結果として用いているものですが、評価
という表現が多く見られます。明 に用いる諸外国の文献・データについても、客観性を担保するため、複数の研究者の査読を受けた
確なデータや根拠に基づいた判断 公表論文を主として引用することとしています。したがって、審査結果は、経験則や主観的な推論
というより、経験則や諸外国の文 に基づく結果によって判断したものではありません。なお、具体的な評価やその結果については、
献・データの引用に終始した、半 各々の審査報告書において、使用した審査データ、引用文献、個々の統計処理等とともにまとめて
ば結論ありきの印象がぬぐえませ います。詳しくは審査報告書を御覧下さい。
ん。

本組換えイネの第一種使用規程の 遺伝子組換え技術は、人類が抱えるさまざまな課題を解決する有効な手段としての期待がある一
承認申請に係る審査において「限 方、当該技術を利用して生み出される生物を、食品・飼料等として利用することにより、安全性や
定された環境で一定の作業要領を 環境に悪影響を及ぼす可能性について、懸念が持たれています。
踏まえた隔離ほ場における栽培、 このため、我が国で遺伝子組換え農作物を使用等するに当たっては、あらかじめ、食品及び飼料
保管、運搬及び廃棄並びにこれら としての安全性、生物多様性への影響について、科学的な審査を行った上で、使用等の可否を判断
に付随する行為の範囲では、我が しています。その際、食品の安全性に関しては、食品安全基本法及び食品衛生法に基づき、飼料と
国における生物多様性に影響が生 しての安全性に関しては、食品安全基本法及び飼料安全法に基づき、生物多様性の確保については、



ずるおそれはないと判断した生物 カルタヘナ法に基づき、申請ごとに審査を行っています。
多様性影響評価書の結論は妥当」 上記のうち、特に、カルタヘナ法に基づく生物多様性の確保については、我が国の自然環境下で
とされ、「生物多様性影響が生ず の生物多様性への影響を評価する必要があります。このため、一般使用等の申請に先立ち、承認申
る恐れはないと判断した」ことを 請者が、国内で生育した場合の科学的データを収集するために、限定された環境下での試験（隔離
支持します。 ほ場試験）を実施することを原則としています。このように、食品や飼料としての安全性や、生物
本遺伝子組換えイネは、国民病 多様性の確保の観点から、現行のような評価方法を採っていることについて御理解ください。
と言われるスギ花粉症に対して、
ヒトのスギ花粉に対するアレルギ
ー反応を緩和するものです。本遺
伝子組換えイネの開発は、多くの
花粉症に苦しむ国民が望むことで
あり、速やかな承認をお願いしま
す。

今回申請のあったトウモロコシ 今回、申請のあった遺伝子組換え農作物４系統の内３系統は、作用機作の異なる複数の除草剤に
やワタは、 2,4-D（除草剤アリル 耐性を有するものですが、特定の除草剤に対する耐性を獲得しないよう、複数の除草剤を使用する
オキシアルカノエート）、ジカン ことで、従来よりも、除草剤の抵抗性雑草の発達を防止し、環境への負荷を軽減することが期待で
バ、ラウンドアップ、バスタなど、 きるものです。
複数の除草剤に抵抗力を持ちま なお、現在、国内で、食用の遺伝子組換え農作物は栽培されておらず、今回承認申請のあった遺
す。こうした除草剤を散布すると、 伝子組換え農作物を対象に使用できる登録農薬もないため、直ちに、御懸念のような事態には至ら
農薬に耐性を持つ雑草が出現し、 ないと考えますが、今回承認申請のあった遺伝子組換え農作物を対象に使用できる新たな農薬の登
広がりが懸念されます。そのため、 録があった場合も、当該農薬が適切に使用されるよう指導してまいります。
農薬の環境への影響も含めた評価
を求めます。

生物多様性影響評価検討会の作 御指摘のとおり、生物多様性影響評価検討会農作物分科会（以下「農作物分科会」といいます。）
業部会に当たる農作物分科会は、 については、企業の知的財産等を扱うため、非公開としています。また、審査報告書についても、
非公開とされていますが、広く国 同様の理由により、その一部を非公開としています。
民の意見を求めるべきと考えま なお、農作物分科会での検討を経た後に開催される生物多様性影響評価検討会総合検討会につい
す。また、パブリックコメントの ては、農作物分科会と異なり、申請者から提出のあったデータ等の詳細を取り扱わないこと等から、
中に添付されている審査報告書 原則として、公開で行うこととしており、資料、議事録、学識経験者の名前・所属等についてもホ
は、審査データの概要のみとなっ ームページ等で公開する等、審査の透明性の確保に努めています。
ており、別添資料についても、社 審査報告書の内容については、専門用語には説明を付す等、わかりやすい表現となるよう努めて
外秘として非表示になっているた まいります。
め、審査の結果が妥当であるかど 情報発信の仕方についても、ホームページ等での発信のみならず、各報道機関向けの記者発表（プ



うかを判断する根拠を見ることが レスリリース）を行う等、多方面への情報発信に努めてまいります。
できません。
審査報告書の内容についても、
一般の人が専門用語を理解するこ
とは困難です。情報発信の仕方に
ついても、インターネットによる
情報の入手が困難な方への周知も
含め、多方面への情報発信を強化
すべきだと考えます。


